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●アライグマなどから農作物を守ろう！

●「農業体験」が大切！

●農地の無断転用を防止しましょう！

●耕作放棄地解消・先進地視察研修を実施！

●農業委員が改選されます

●「比企農業を考える集い」が開催される！

●農業者年金に加入しましょう！

●農地の貸し借りについて

●編集後記
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ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
か
ら
農
作
物
を
守
ろ
う
！

　

近
年
、
近
隣
市
町
で
ア
ラ
イ
グ

マ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
に
よ
る
農
作
物

へ
の
被
害
や
、
人
家
に
住
み
つ
く

な
ど
の
生
活
環
境
被
害
が
急
激
に

増
え
て
い
ま
す
。
町
内
で
は
、
以

前
か
ら
タ
ヌ
キ
の
被
害
報
告
は
あ

り
ま
し
た
が
、
平
成
十
九
年
四
月

か
ら
ア
ラ
イ
グ
マ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン

の
被
害
報
告
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

特
定
外
来
生
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
も
と
も
と

外
国
に
生
息
し
て
い
た
動
物
で
、

町
で
は
、
「
埼
玉
県
ア
ラ
イ
グ
マ

防
除
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
防
除

対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成

二
十
一
年
一
月
ま
で
に
十
一
頭
の

ア
ラ
イ
グ
マ
を
捕
獲（
※
）し
ま
し

た
。
し
か
し
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
や
タ

ヌ
キ
は
、
在
来
種
（
昔
か
ら
日
本

に
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
動

物
）
の
た
め
、
捕
獲
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
今
後
は
さ
ら
な
る

被
害
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、
未
然

に
防
ぐ
対
策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
は
雑
食
性
の

た
め
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ス
イ
カ

な
ど
が
好
物
で
す
。
対
策
と
し
て

は
、
一
般
的
な
防
鳥
ネ
ッ
ト
な
ど

で
は
被
害
を
減
ら
す
こ
と
は
困
難

の
た
め
、
被
害
防
止
電
気
柵
の
設

置
が
有
効
で
す
。
ま
た
、
収
穫
し

な
か
っ
た
農
作
物
や
果
実
、
生
ゴ

ミ
な
ど
を
農
地
に
放
置
し
な
い
こ

と
も
大
切
で
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
は
、

家
屋
や
納
屋
な
ど
の
屋
根
裏
に
巣

作
り
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

侵
入
防
止
の
た
め
に
、
侵
入
さ
れ

や
す
い
場
所
を
完
全
に
ふ
さ
ぐ
こ

と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
エ
サ
と

な
る
よ
う
な
も
の
を
戸
外
に
放
置

し
な
い
こ
と
や
、
屋
根
に
か
か
る

樹
木
な
ど
の
枝
を
せ
ん
て
い
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
の
防
除
活
動

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
頭
胴
長
（
頭

か
ら
お
し
り
ま
で
）
が
五
十
～

七
十
㎝
で
、
体
重
は
六
～
十
㎏
で

す
。
見
た
目
は
、
タ
ヌ
キ
や
ハ
ク

ビ
シ
ン
に
似
て
い
ま
す
が
、
尾
に

シ
マ
模
様
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す

（
写
真
参
照
）
。
夜
行
性
で
、
用
水

路
や
側
溝
な
ど
の
浅
い
水
辺
を
好

ん
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
非
常
に

木
登
り
が
得
意
で
、
天
井
裏
や
廃

屋
、
物
置
な
ど
を
寝
場
所
や
休
息

場
所
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
鋭
い
ツ
メ
や

キ
バ
を
持
ち
、
非
常
に
気
性
も
荒

い
の
で
、
む
や
み
に
手
を
出
さ
ず
、

目
撃
し
た
場
合
は
、
農
政
産
業
課

ま
で
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ア
ラ
イ
グ
マ
を
捕
獲
す
る
た
め

に
は
、
狩
猟
免
許
や
資
格
が
必
要

で
す
。
捕
獲
器
に
は
、
設
置
許
可

を
受
け
た
こ
と
を
示
す
、
標
識
の

掲
示
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
農
業
体
験
」
が
大
切
！

　

近
年
、
家
庭
に
お
け
る
食
の
外

部
化
・
簡
素
化
の
進
行
、
朝
食
を

食
べ
な
い
児
童
・
生
徒
の
問
題
な

ど
、
子
ど
も
達
の
「
食
」
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
校
で
の
い

じ
め
・
不
登
校
問
題
な
ど
、
未
解

決
な
問
題
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
命
を
育

む
農
業
体
験
が
子
ど
も
達
の
情
操

の
発
達
や
、
「
食
」
に
対
す
る
正

し
い
理
解
に
良
い
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
「
農
業
体
験
」
は
数
多
く
の

意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
町
内
の
多
く
の
学
校
が
農

業
体
験
学
習
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
「
農
業
体
験
学
習
」
の

効
果
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
み

ま
し
た
。

一
　
食
育
上
の
意
義

  

○  

食
べ
物
へ
の
関
心
や
大
切
さ
を   

　

知
る
。

  

○  

食
に
か
か
わ
る
人
々
へ
感
謝
す

　

る
心
を
持
つ
。

  

○  

地
域
で
作
ら
れ
る
農
産
物
や
、

　

地
域
に
伝
わ
る
食
文
化
を
知
る
。

二
　
教
育
上
の
意
義

  

○  
豊
か
な
人
間
性
を
育
み
、
生
き

　

る
力
を
身
に
つ
け
る
。

  

○  

集
団
的
作
業
を
通
じ
て
協
力
性

　

・
協
調
性
・
社
会
性
が
培
わ
れ
る
。

  

○  

栽
培
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
を

　

通
じ
て
、
生
命
・
自
然
・
環
境

　

な
ど
に
つ
い
て
学
習
効
果
が
上

　

が
る
。

  

○  

勤
労
観
・
職
業
観
が
育
成
さ
れ

　

る
。

三
　
農
業
上
の
意
義

  

○  

地
域
農
業
や
職
業
と
し
て
の
農

　

業
へ
の
関
心
・
理
解
・
認
識
が

　

高
ま
る
。

  

○  

地
産
地
消
が
促
進
さ
れ
る
。

  

○  

農
地
の
有
効
活
用
が
図
ら
れ
る
。

四
　
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
に

お
け
る
意
義

  

○  

学
校
と
の
連
携
が
促
進
さ
れ
、

　

地
域
の
教
育
力
が
高
ま
る
。

  

○  「
農
業
体
験
学
習
」を
軸
と
し
た

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
再
生
さ

　

れ
る
。

尾に特徴のあるアライグマ

町
内
で
の
被
害
は
？

生
活
環
境
被
害
対
策

見
つ
け
た
ら

農
作
物
へ
の
被
害
対
策

被
　
害

　
対

　
策

中山小学校の

　　　　総合的な学習の時間

「米づくり体験」学習のようす
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農
地
を
守
る
の
は
農
家
自
身
で
す

【
農
地
転
用
と
は
？
】

　

農
地
転
用
と
は
、
農
地
を
農
地

以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
農
地
に
区
画
形
質
の
変
更
を

加
え
て
、
住
宅
用
地
や
工
業
用

地
・
道
路
・
山
林
な
ど
に
転
換
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

【
一
時
的
な
農
地
転
用
と
は
？
】

　

農
地
を
一
時
的
に
資
材
置
場
、

土
採
取
場
な
ど
と
し
て
利
用
す
る

場
合
や
田
・
畑
を
埋
め
立
て
て
農

地
造
成
を
す
る
場
合
も
転
用
に
な

り
、
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

一
般
的
に
農
地
の
転
用
に
は
許
可

が
必
要
で
す(

農
地
は
無
断
転
用

で
き
ま
せ
ん)

。

　

農
地
は
農
業
生
産
の
基
盤
で
あ

り
、
景
観
・
環
境
保
全
な
ど
重
要

な
機
能
と
役
割
が
あ
り
ま
す
。
農

地
は
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
町
と
連
携
し
、

無
断
転
用
や
不
法
投
棄
が
な
い
よ

う
、
毎
月
不
定
期
に
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

皆
様
も
、
農
地
の
こ
と
で
お
気

づ
き
に
な
り
ま
し
た
ら
、
地
区
の

農
業
委
員
ま
た
は
農
業
委
員
会
事

務
局
へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

町
農
業
委
員
は
、
平
成
二
十
年

十
月
、
以
前
か
ら
積
極
的
に
、
耕

作
放
棄
地
解
消
に
取
り
組
ん
で
い

る
、
神
奈
川
県
秦
野
市
農
業
委
員

会
を
視
察
し
ま
し
た
。

　

秦
野
市
で
は
、
農
家
の
高
齢
化

や
担
い
手
不
足
・
鳥
獣
被
害
な
ど

に
よ
る
農
業
意
欲
の
低
下
か
ら
荒

廃
農
地
が
増
加
し
た
た
め
、
平
成

十
二
年
に
荒
廃
農
地
の
実
態
調
査

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
結
果
を
受
け
て
、
平

成
十
三
年
、
農
業
委
員
会
内
部
に

「
荒
廃
農
地
解
消
対
策
部
会
」
を

設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
対
策
部
会

で
は
、
荒
廃
農
地
解
消
計
画
を
策

定
し
、
さ
ら
に
、
秦
野
市
・
秦
野

市
農
業
委
員
会
・
Ｊ
Ａ
秦
野
に
よ

り
、
「
は
だ
の
都
市
農
業
支
援
セ

ン
タ
ー
」
を
平
成
十
七
年
に
開
設

し
ま
し
た
。

　

同
セ
ン
タ
ー
の
主
な
業
務
は
、

農
地
の
貸
借
・
経
営
規
模
拡
大
に

関
す
る
相
談
・
農
地
の
利
用
権
設

定
・
荒
廃
農
地
解
消
の
実
践
活
動

と
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

活
動
で
す
。
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
公
募
に
よ
る
五
十
名
が
二
班

体
制
で
、
荒
廃
農
地
の
抜
根
・
草

刈
り
・
整
地
な
ど
の
活
動
を
行
い

ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
荒
廃
農
地

　

川
島
町
で
は
、
平
成
十
八
年
五

月
に
選
任
さ
れ
た
農
業
委
員
が
平

成
二
十
一
年
五
月
十
日
を
も
っ
て

任
期
が
満
了
に
な
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
は
、
選
挙
に
よ
る
委

員
と
選
任
に
よ
る
委
員
で
構
成
さ

れ
、
次
の
よ
う
な
組
織
に
な
っ
て

い
ま
す
。

◆
農
業
委
員
会
の
組
織

　

委
員
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員

十
二
名
と
、
農
業
協
同
組
合
・
農

業
共
済
組
合
・
土
地
改
良
区
が
推

薦
し
た
理
事
ま
た
は
組
合
員
の
各

一
名
と
、
議
会
が
推
薦
し
た
学
識

経
験
者
三
名
を
町
長
が
選
任
し
て

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
委
員
の
任
期

　

選
挙
に
よ
る
委
員
：
三
年

　

選
任
に
よ
る
委
員
：
選
挙
に
よ

る
委
員
の
任
期
の
満
了
ま
た
は
推

薦
団
体
の
理
事
等
で
な
く
な
っ
た

日
ま
で

◆
農
業
委
員
の
役
割

　

農
業
委
員
は
、
農
家
や
農
業
者

の
代
表
と
し
て
、
農
地
行
政
の
普

及
推
進
を
図
る
ほ
か
、
農
家
や
地

域
の
農
業
の
立
場
に
立
っ
て
要
望

や
悩
み
に
応
え
て
い
く
役
割
も

担
っ
て
い
ま
す
。

の
解
消
は
、
全
耕
作
面
積
の
約

七
・
五
％
に
当
た
る
五
十
七
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
荒
廃
農
地
の
う
ち
六
・

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
農
地
へ
再
生
し

た
と
の
こ
と
で
、
大
き
な
成
果
を

上
げ
て
い
ま
す
。
再
生
さ
れ
た
農

地
の
一
部
は
、
担
い
手
農
家
や
新

規
就
農
の
農
地
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

川
島
町
農
業
委
員
会
に
お
い
て

も
、
農
地
を
保
持
・
保
全
す
る
た

め
、
耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
農
家
自
身
で
農

地
の
除
草
や
耕
耘(
こ
う
う
ん)

が
で
き
な
い
場
合
は
、
「
Ｊ
Ａ
埼

玉
中
央
ア
グ
リ
サ
ー
ビ
ス
」
や
「
川

島
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」

で
有
料
で
す
が
作
業
を
受
託
し
て

い
ま
す
（
下
の
表
を
参
照
）
の
で
、

ご
利
用
い
た
だ
き
、
大
切
な
農
地

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

農
地
の
無
断
転
用
を

　
防
止
し
ま
し
ょ
う
！

耕
作
放
棄
地
解
消
・
先
進
地
視
察
研
修
を
実
施
！

ＪＡ埼玉中央アグリサービスの

作業内容及び料金表

(10 ａ当たりの作業料金 )

作 業 内 容 金　　額
一 番 耕 転 ６，０００円

二・三番耕転 ３，８００円
雑草刈り取り １０，５００円　

※圃場の状況によって料金に変動が
あります。

電　話　２９７－１８０８

作 業 内 容 金　　額
雑草刈り取り 見積りにより

決定
電　話　２９７－０８２２

川島町シルバー人材センター

の料金表

農
業
委
員
が

　
　
　
改
選
さ
れ
ま
す

秦野市農業委員会の視察風景
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編
集
後
記

　

「
農
業
体
験
が
大
切
！
」
と
今

回
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
委

員
の
私
の
田
ん
ぼ
で
、
毎
年
中
山

小
学
校
の
五
年
生
が
田
植
え
と
稲

刈
り
の
農
業
体
験
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
子
ど
も
達
は
、
最
初
、
田

植
え
の
と
き
の
代
か
き
を
し
た
田

ん
ぼ
に
入
る
の
が
「
気
持
ち
悪
い

！
」
と
言
い
な
が
ら
恐
る
お
そ
る

入
っ
て
い
ま
し
た
。
慣
れ
て
く
る

と｢

キ
ャ
ー
キ
ャ
ー｣

、
中
に
は
座

っ
て
し
ま
う
子
ど
も
も
い
て
大
騒

ぎ
で
し
た
。
ま
た
、
稲
刈
り
の
と

き
は
鎌
を
使
い
ま
す
の
で
手
な
ど

を
切
っ
た
ら
大
変
と
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し

て
い
ま
し
た
が
、
作
業
を
し
て
い

る
子
ど
も
達
の
顔
が
、
私
に
は
輝

い
て
見
え
ま
し
た
。（
編
集
副
委

員
長
岡
部
）

　

編
集
委
員
長　
　

鈴
木　

一
男

　

編
集
副
委
員
長　

岡
部　

登
一

　

編
集
委
員　
　
　

大
森　

正
明

　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋　

祥
吉

　
　
　
　
　
　
　
　

木
村　

敏
夫

　
　
　
　
　
　
　
　

宇
津
木
忠
征

　
　
　
　
　
　
　
　

尾
林　

惣
一

　

相
談
役　
　
　
　

横
川
二
三
男

　
　
　
　
　
　
　
　

飯
島　
　

清

　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
、

「
比
企
農
業
を
考
え
る
集
い
」
が

松
山
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
で
、
比

企
地
区
内
の
農
業
委
員
、
Ｊ
Ａ
埼

玉
中
央
、
農
業
団
体
及
び
管
内
農

業
者
が
参
加
し
、
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
席
で
、
農
業
委
員
と
し

て
永
年
尽
力
し
た
横
川
二
三
男
町

農
業
委
員
会
長
が
永
年
勤
続
表
彰

を
、
町
農
業
委
員
会
が
休
日
に
農

地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
践
し
、
不
法

投
棄
・
不
法
転
用
等
の
未
然
防
止

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

優
良
実
践
農
業
委
員
会
と
し
て
表

彰
を
受
け
ま
し
た
。
当
日
は
、「
う

ま
い
米
づ
く
り
比
企
地
域
食
味
コ

ン
テ
ス
ト
表
彰
」
が
行
わ
れ
、
町

田
静
吾
氏(

小
見
野)

が
埼
玉
中

央
農
業
協
同
組
合
長
賞
を
、
原
田

裕
氏(

出
丸)

が
比
企
地
域
農
業

振
興
協
議
会
長
賞
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。

　

現
行
の
農
業
者
年
金
は
平
成

十
四
年
一
月
に
、
大
き
く
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
。
自
分
の
年
金
原

資
を
自
分
で
積
み
立
て
て
い
き
、

こ
の
年
金
原
資
の
額
に
応
じ
た
金

額
が
決
ま
る
確
定
拠
出
型
の
年
金

で
、
加
入
者
・
受
給
者
の
数
に
左

右
さ
れ
に
く
い
安
全
・
安
心
な
年

金
制
度
で
す
。

● 
だ
れ
が
加
入
で
き
る
の
？

・
国
民
年
金
の
一
号
被
保
険
者

・
年
間
六
十
日
以
上
の
農
業
従
事

　

者
・
満
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の

　

人

　

以
上
三
点
を
満
た
し
て
い
る
人

は
だ
れ
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
農

地
を
所
有
し
て
い
な
い
農
業
者
や

配
偶
者
、
後
継
者
な
ど
の
家
族
従

事
者
も
加
入
で
き
ま
す
。

● 

保
険
料
は
い
く
ら
？

　

自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
の

目
標
に
向
け
て
、
自
分
で
保
険
料

を
決
め
ら
れ
ま
す（
月
額
二
万
円

～
六
万
七
千
円
ま
で
の
間
で
、
千

円
単
位
で
自
由
に
決
め
ら
れ
ま

す
）。ま
た
、
見
直
し
も
で
き
ま
す
。

● 

年
金
は
い
つ
ま
で
も
ら
え
る

　  

の
？

　

年
金
は
六
十
五
歳
か
ら
終
身
受

給
で
き
ま
す
。
万
が
一
、
八
十
歳

前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
死
亡

し
た
翌
月
か
ら
八
十
歳
ま
で
に
受

け
取
れ
る
は
ず
の
農
業
者
老
齢
年

金
が
、
死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族

に
支
払
わ
れ
ま
す
。

● 

社
会
保
険
料
の
控
除
は
で
き

　  

る
の
？

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
（
年

額
十
二
万
円
～
八
十
万
四
千
円
）

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
将
来
受
け
取
る
農
業
者

年
金
は
国
民
年
金
等
と
合
わ
せ
て

百
二
十
万
円
が
公
的
年
金
等
控
除

さ
れ
、
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
点
が
農
業
者
年
金
の

特
色
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
農
業
の
担

い
手
（
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告

を
し
て
い
る
等
）
に
は
月
額
最
高

一
万
円
の
保
険
料
の
国
庫
補
助
が

あ
り
ま
す
。
公
的
年
金
な
ら
で
は

の
優
遇
措
置
が
あ
り
旧
農
業
者
年

金
と
は
大
き
く
異
な
る
仕
組
み
と

な
り
、
農
業
者
に
と
っ
て
魅
力
の

あ
る
年
金
制
度
で
す
。

　

農
地
の
貸
し
借
り
に
つ
い
て
は
、

農
地
を
耕
作
目
的
で
借
り
る
賃
借

権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
等
の

設
定
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合

は
、
農
地
法
第
三
条
の
許
可
を
受

け
る
方
法
と
、
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
の
農
用
地
利
用
集
積
計

画
制
度
に
よ
り
農
用
地
の
貸
し
借

り
を
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

農
用
地
利
用
集
積
計
画
制
度
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト

・
貸
し
手
は
、
貸
し
た
農
地
の
期

限
が
く
れ
ば
、
返
還
さ
れ
ま
す
。

・
借
り
手
は
、
貸
借
期
間
中
安
心

し
て
耕
作
で
き
ま
す
。
ま
た
、
期

限
が
き
て
も
利
用
権
の
再
設
定
に

よ
り
継
続
し
て
貸
借
が
で
き
ま
す
。

・
農
地
の
貸
し
借
り
に
、
農
地
法

第
三
条
の
許
可
は
不
要
で
す
。

借
り
手
の
備
え
る
べ
き
主
な
要
件

・
耕
作
の
事
業
に
供
す
べ
き
農
用

地
の
す
べ
て
に
つ
い
て
耕
作
を
行

う
と
認
め
ら
れ
る
。

・
耕
作
の
事
業
に
必
要
な
農
作
業

に
常
時
従
事
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

・
制
度
を
受
け
る
土
地
を
効
率
的

に
利
用
し
て
耕
作
の
事
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
。

手
続
き
の
方
法

・「
農
用
地
利
用
権
設
定
等
申
出
書
」

の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
農
地
の
貸
借
期
間
及
び
小
作
料

等
は
借
り
る
側
と
貸
す
側
で
決
め

ま
す
。

・「
農
用
地
利
用
権
設
定
等
申
出
書
」

は
、
毎
年
四
・
十
月
末
ま
で
に
提
出

「
比
企
農
業
を
考
え
る
集
い
」

が
開
催
さ
れ
る
！

農
業
者
年
金
に

　
加
入
し
ま
し
ょ
う
！

賞を受ける原田さん

  

農
地
の
貸
し
借
り
に
つ
い
て

し
て
く
だ
さ
い
。


